
工 事 名

工 事 場 所 鳥羽市 安楽島町 地内

工 事 種 別

当 初 契 約 年 月 日

変 更 契 約 年 月 日

当 初 工 事 期 間  令和８年１月２１日 ～  令和８年３月６日

変 更 後 工 事 期 間

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

 令和８年１月２１日

 令和８年２月１６日

様式第５号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所

三重県鳥羽市船津町1136番地

有限会社中野建設

代表取締役　中野　昌明

安楽島第2団地602号外2戸修繕工事

建築工事

変 更 工 事 概 要

・安楽島第２団地602号修繕工事　１式
・安楽島第２団地603号修繕工事　１式
・安楽島第２団地616号修繕工事　１式
・撤去材処分費　１式

４,６４２,０００円(税込み)

２２６,６００円(税込み)

４,８６８,６００円(税込み)

当初工事期間どおり

変 更 契 約 理 由

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとす
る。

1）施工段階においてｱｽﾍﾞｽﾄ含有の事前調査を行ったところ、一部内装材に
ｱｽﾍﾞｽﾄが含まれている事がわかった為、適切に撤去・処分等を行う為の費
用を変更するものである。

2）尚、その他所数量等については現場精査によるものである。


